出店条件
○屋台等出店許可書(毎年１回)及び出店に必要な資格の証明
　となる書類の写し(申請時の１回)の提出
○発電機等の電源の確保（外出店の場合）
○ゴミ箱等の設置若しくはゴミ処理
○テント、机、いす、消火器など出店に必要な備品の確保
出店に際して
○当財団主催若しくは当財団が許可するイベントでの出店
　となります。
○出店の場所は、当財団の指示に従ってください。イベン
　ト開催時の出店数によって出店する場所変わる場合があ
　りますので、出店希望の方はイベント１週間前までに出
　店の連絡をお願いします。
○出店料は無料です。
○イベントの情報は、屋台等出店許可申請書に記載してあ
　る連絡先に連絡させていただきます。
○申請書に記載されている個人情報については、当財団が

　規定する個人情報保護に関する要綱及び実施要項に則り
　屋台出店に関すること以外に利用することはありません。
隠岐島文化会館
屋台等出店許可申請書

申請日：　　　　年　　月　　日
	会社・団体名
	

	代表者
	

	住　所
	

	連絡先
	

	メール等アドレス
	

	主な販売物
	

	資格及び取得者


	資格


	取得者


	その他


　※申請は、年度（４月１日～３月３１日）ごとに提出をお願いします。

　※申請情報が変更となった場合は、早急に連絡をお願いいたします。
　※資格の写しを添付してください。
隠岐島文化会館
　屋台等出店許可更新申請書

申請日：　　　　年　　月　　日
	会社・団体名
	

	代表者
	昨年と変更なし　　


	住　所
	昨年と変更なし　　


	連絡先
	昨年と変更なし　　


	メール等アドレス
	昨年と変更なし　　


	主な販売物
	昨年と変更なし　　


	資格及び取得者


	資格　　　昨年と変更なし


	取得者　　　昨年と変更なし


	その他


　※申請は、年度（４月１日～３月３１日）ごとの提出とし、３月３１日までに翌年度分の
　　提出をお願いします。

　※申請情報が変更となった場合は、早急に連絡をお願いいたします。
　※変更がない場合は、変更なしに〇をしてください。
